
会計管理者の設置に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。

平成21年７月10日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第69号

会計管理者の設置に伴う関係規則の整備に関する規則

（鳥取県予算規則の一部改正）

第１条 鳥取県予算規則（昭和39年鳥取県規則第36号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該

改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削

る。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の 第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 主務部長 知事部局の部長（防災監、文化観 (１) 主務部長 知事部局の部長（防災監、文化観

光局長、行政監察監及び会計管理者を含む。）、 光局長及び行政監察監を含む。）、会計局長、庶

議会事務局長、教育長、人事委員会事務局長、監 務集中局長、議会事務局長、教育長、人事委員会

査委員事務局長、労働委員会事務局長及び警察本 事務局長、監査委員事務局長、労働委員会事務局

部長をいう。 長及び警察本部長をいう。

(２) 主管課長 知事部局、議会事務局、教育委員 (２) 主管課長 知事部局、会計局、庶務集中局、

会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、 議会事務局、教育委員会事務局、人事委員会事務

労働委員会事務局及び警察本部において部局内の 局、監査委員事務局、労働委員会事務局及び警察

予算に関する事務を所掌する課の長をいう。 本部において部局内の予算に関する事務を所掌す

る課の長をいう。

(３) 主務課長 知事部局、議会事務局、教育委員 (３) 主務課長 知事部局、会計局、庶務集中局、

会事務局（鳥取県教育委員会事務局等組織規則 議会事務局、教育委員会事務局（鳥取県教育委員

（昭和39年鳥取県教育委員会規則第５号）第１条 会事務局等組織規則（昭和39年鳥取県教育委員会

の２第３項に規定する本庁をいう。）、人事委員 規則第５号）第１条の２第３項に規定する本庁を

会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局及 いう。）、人事委員会事務局、監査委員事務局、

び警察本部の課（出納機関を除き、課に相当する 労働委員会事務局及び警察本部の課（出納機関を

ものを含む。）の長をいう。 除き、課に相当するものを含む。）の長をいう。

第21条 知事は、前３条の規定により繰越しの決定を 第21条 知事は、前３条の規定により繰越しの決定を

したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しな したときは、直ちにその旨を出納長に通知しなけれ

ければならない。 ばならない。

（歳入の出納の状況等の報告） （歳入の出納の状況等の報告）

第24条 会計管理者は、各四半期の当初、歳入の収納 第24条 出納長は、各四半期の当初、歳入の収納の状

の状況、歳出の支出の状況、公金の現在高及び公金 況、歳出の支出の状況、公金の現在高及び公金の運

の運用の状況を知事に報告しなければならない。 用の状況を知事に報告しなければならない。



（職員の職の設置に関する規則の一部改正）

第２条 職員の職の設置に関する規則（昭和39年鳥取県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

部長、局長、所長、理事監、防災監、医療政策 部長、局長、所長、理事監、防災監、医療政策

監、行政監察監、会計管理者、次長、参事監、総室 監、行政監察監、次長、参事監、総室長、本部長、

長、本部長、検査監、室長、副局長、校長、院長、 検査監、室長、副局長、校長、院長、館長、園長、

館長、園長、課長、企画調整幹、参事、事務局長、 副出納長、課長、企画調整幹、参事、事務局長、主

主任教授、副所長、副校長、寮長、総括検査専門 任教授、副所長、副校長、寮長、総括検査専門員、

員、検査専門員、税務専門員、用地専門員、民工芸 検査専門員、税務専門員、用地専門員、民工芸振興

振興官、チーム長、副本部長、医療指導監、課長補 官、チーム長、副本部長、医療指導監、課長補佐、

佐、筆頭主幹、主幹、室長補佐、館長補佐、事務次 筆頭主幹、主幹、室長補佐、館長補佐、事務次長、

長、教授、総括主計員、主計員、企画員、広報企画 教授、総括主計員、主計員、企画員、広報企画員、

員、船長、主任監察員、税務主幹、教務主幹、専技 船長、主任監察員、税務主幹、教務主幹、専技主

主幹、普及主幹、用地主幹、検査主幹、係長、副主 幹、普及主幹、用地主幹、検査主幹、係長、副主

幹、教務主任、身体障害者福祉司、知的障害者福祉 幹、教務主任、身体障害者福祉司、知的障害者福祉

司、査察指導員、保育士長、副保育士長、助教授、 司、査察指導員、保育士長、副保育士長、助教授、

農業専門技術員、生活改良専門技術員、林業専門技 農業専門技術員、生活改良専門技術員、林業専門技

術員、普及指導員、林業普及指導員、機関長、航海 術員、普及指導員、林業普及指導員、機関長、航海

士長、監察員、栄養主任、診療放射線主任、理学療 士長、監察員、栄養主任、診療放射線主任、理学療

法主任、作業療法主任、歯科衛生主任、言語聴覚主 法主任、作業療法主任、歯科衛生主任、言語聴覚主

任、職業訓練指導主任、社会福祉主任、児童福祉主 任、職業訓練指導主任、社会福祉主任、児童福祉主

任、児童指導主任、児童心理主任、精神福祉主任、 任、児童指導主任、児童心理主任、精神福祉主任、

精神保健福祉主任、心理判定主任、心理療法主任、 精神保健福祉主任、心理判定主任、心理療法主任、

主事、学芸員、機械技師、電気技師、衛生技師、造 主事、学芸員、機械技師、電気技師、衛生技師、造

園技師、建築技師、商工技師、農林技師、水産技 園技師、建築技師、商工技師、農林技師、水産技

師、土木技師、教官、秘書、保健師、社会福祉主 師、土木技師、教官、秘書、保健師、社会福祉主

事、精神福祉主事、精神保健福祉士、心理療法士、 事、精神福祉主事、精神保健福祉士、心理療法士、

心理判定員、児童心理司、児童福祉司、児童自立支 心理判定員、児童心理司、児童福祉司、児童自立支

援専門員、児童指導員、児童生活支援員、生活指導 援専門員、児童指導員、児童生活支援員、生活指導

員、保育士、栄養士、理学療法士、医療ソーシャル 員、保育士、栄養士、理学療法士、医療ソーシャル

ワーカー、講師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、職 ワーカー、講師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、職

業訓練指導員、改良普及員、林業改良指導員、機関 業訓練指導員、改良普及員、林業改良指導員、機関

士、航海士、専門員、総括専門員、専門指導員、文 士、航海士、専門員、総括専門員、専門指導員、文

化財主事、場長、分場長、試験地長、特別研究員、 化財主事、場長、分場長、試験地長、特別研究員、

研究主任、研究員、副院長、医長、副医長、医師、 研究主任、研究員、副院長、医長、副医長、医師、

歯科医師、診療放射線技師、作業療法士、言語聴覚 歯科医師、診療放射線技師、作業療法士、言語聴覚

士、看護師長、副看護師長、看護主任、准看護師、 士、看護師長、副看護師長、看護主任、准看護師、

車庫長、副車庫長、守衛長、副守衛長、現業職長、 車庫長、副車庫長、守衛長、副守衛長、現業職長、

現業技術員、守衛、機械技手、検査助手、農業技 現業技術員、守衛、機械技手、検査助手、農業技



手、畜産技手、林業技手、現業主事、寮母、寮父、 手、畜産技手、林業技手、現業主事、寮母、寮父、

介助員、隊長、副隊長、隊員、保安管理員、液化石 介助員、隊長、副隊長、隊員、保安管理員、液化石

油ガス検査員、医療監視員、薬事監視員、毒物劇物 油ガス検査員、医療監視員、薬事監視員、毒物劇物

監視員、麻薬取締員、栄養指導員、環境衛生指導 監視員、麻薬取締員、栄養指導員、環境衛生指導

員、食品衛生監視員、家庭用品衛生監視員、防疫 員、食品衛生監視員、家庭用品衛生監視員、防疫

員、肥料検査員、土地調査員、建築主事、建築監視 員、肥料検査員、土地調査員、建築主事、建築監視

員、狂犬病予防員、動物愛護管理員、狂犬病予防技 員、狂犬病予防員、動物愛護管理員、狂犬病予防技

術員、動物愛護技術員、鳥取砂丘レンジャー、公営 術員、動物愛護技術員、鳥取砂丘レンジャー、公営

住宅監理員、小作主事、と畜検査員、地方種畜検査 住宅監理員、小作主事、と畜検査員、地方種畜検査

委員、家畜防疫員、森林害虫防除員、魚類防疫員、 委員、家畜防疫員、森林害虫防除員、魚類防疫員、

漁業監督吏員、道路監理員、河川監理員、砂防管理 漁業監督吏員、道路監理員、河川監理員、砂防管理

員、出納員、分任出納員、会計員、企業出納員及び 員、出納員、分任出納員、会計員、企業出納員及び

現金取扱員 現金取扱員

（日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正）

第３条 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則（平成12年鳥取県規則第７

号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該

改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を

加える。

改 正 後 改 正 前

（公の意思の形成への参画に携わる職） （公の意思の形成への参画に携わる職）

第３条 公の意思の形成への参画に携わる職は、次に 第３条 公の意思の形成への参画に携わる職は、次に

掲げる職とする。 掲げる職とする。

(１) 鳥取県行政組織条例（平成６年鳥取県条例第 (１) 鳥取県行政組織条例（平成６年鳥取県条例第

５号）第13条第２項に規定する部局長等及び同条 ５号）第13条第２項に規定する部局長等並びに鳥

例第14条第２項に規定する会計管理者並びに鳥取 取県行政組織規則（昭和39年鳥取県規則第13号。

県行政組織規則（昭和39年鳥取県規則第13号。以 以下「組織規則」という。）第16条の規定により

下「組織規則」という。）第16条の規定により置 置かれる局等及び課の長、次長、理事監並びに参

かれる局等及び課の長、次長、理事監並びに参事 事監

監

(２) 鳥取県会計管理者組織規則（平成21年鳥取県 (２) 鳥取県会計局及び庶務集中局設置規則（平成

規則第24号）第６条第１項の規定により置かれる 21年鳥取県規則第24号）第６条第１項の規定によ

会計局、庶務集中局及び課の長 り置かれる会計局、庶務集中局及び課の長

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略

（知事等の退職手当の支給に関する規則の一部改正）

第４条 知事等の退職手当の支給に関する規則（昭和37年鳥取県規則第74号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。



改 正 後 改 正 前

（目的） （目的）

第１条 この規則は、知事等の退職手当に関する条例 第１条 この規則は、知事等の退職手当に関する条例

（昭和37年鳥取県条例第50号）第９条の規定に基づ （昭和37年鳥取県条例第50号）第９条の規定に基づ

き、知事、副知事、病院事業の管理者、常勤の監査 き、知事、副知事、出納長、病院事業の管理者、常

委員及び教育長の退職手当の支給に関し必要な事項 勤の監査委員及び教育長の退職手当の支給に関し必

を定めることを目的とする。 要な事項を定めることを目的とする。

（退職手当の受給手続） （退職手当の受給手続）

第２条 退職手当の支給を受けようとする者（以下 第２条 退職手当の支給を受けようとする者（以下

「受給権者」という。）は、次の各号に掲げる書類 「受給権者」という。）は、次の各号に掲げる書類

を知事に提出しなければならない。 を知事に提出しなければならない。

(１) 略 (１) 略

(２) 知事、副知事、病院事業の管理者、常勤の監 (２) 知事、副知事、出納長、病院事業の管理者、

査委員又は教育長（以下「知事等」という。）が 常勤の監査委員又は教育長（以下「知事等」とい

死亡による退職以外の退職をした場合には、在職 う。）が死亡による退職以外の退職をした場合に

中の履歴書、所得税法（昭和40年法律第33号）第 は、在職中の履歴書、所得税法（昭和40年法律第

203条第１項の規定による退職所得の受給に関す 33号）第203条第１項の規定による退職所得の受

る申告書、地方税法（昭和25年法律第226号）第 給に関する申告書、地方税法（昭和25年法律第

50条の７第１項の規定による退職所得申告書及び 226号）第50条の７第１項の規定による退職所得

同法第328条の７第１項の規定による退職所得申 申告書及び同法第328条の７第１項の規定による

告書 退職所得申告書

(３) 略 (３) 略

様式第３号（第３条関係） 様式第３号（第３条関係）

退職手当金額計算書 退職手当金額計算書

知事、副知事、病院事業 略 知事、副知事、出納長、 略

元職名 の管理者、常勤の監査委 元職名 病院事業の管理者、常勤

員、教育長 の監査委員、教育長

略 略

退職手 略 退職手 略

当金額 副知事 率 月 円 当金額 副知事 率 月 円

略 出納長 率 月 円 略

略 略

略 略

（鳥取県事務処理権限規則の一部改正）

第５条 鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第32号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該

改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削

り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。



改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係） 別表第１（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係）

共通事項に係る事務処理権限 共通事項に係る事務処理権限

事 項 事 務 処 理 権 限 の 区 分 事 項 事 務 処 理 権 限 の 区 分

専 決 権 者 委任決裁権者 専 決 権 者 委任決裁権者

種 類 内 容 知事 会計地方機 会計地方機 種 類 内 容 知事 会計地方機 会計地方機

部長課長担当 副知事部長局長課長担当 部長課長担当 副知事部長局長課長担当

職員関の長 職員関の長 職員関の長 職員関の長

略 略

三 組織 略 三 組織 略

及び人 及び人

事管理２ 外国旅行の旅行命 事管理２ 外国旅行の旅行命

に関す 令及びその復命の受 に関す 令及びその復命の受

る事務 理 る事務 理

(一) 副知事、部長 ○ (一) 副知事、出納 ○

等（部長若しくは 長、部長等（部長

これに相当する職 又はこれに相当す

の職員又は会計管 る職の職員をい

理者をいう。以下 う。以下三におい

三において同 て同じ。）又は総

じ。）又は総合事 合事務所長に係る

務所長に係るもの もの

（二） 略 (二) 略

３ 内国旅行の旅行命 ３ 内国旅行の旅行命

令その他の勤務命令 令その他の勤務命令

及びその復命の受理 及びその復命の受理

（一） 略 （一） 略

(二) 部長等に係る ○ (二) 出納長又は部 ○

もの 長等に係るもの

(三)～(五) 略 (三)～(五) 略

略 略

略 略

別表第３（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係） 別表第３（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係）

行財政改革局、人権局、地域づくり支援局、くらしの安心局、経済通商総室、雇用人材総室、産業振興総室、 行財政改革局、人権局、地域づくり支援局、くらしの安心局、経済通商総室、雇用人材総室、産業振興総室、

市場開拓局、森林・林業総室、農林総合研究所及び水産振興局の個別事項に係る事務処理権限 市場開拓局、森林・林業総室、農林総合研究所及び水産振興局の個別事項に係る事務処理権限

事 項 事務処理権限の区分 事 項 事務処理権限の区分
所 所

地方機関 地方機関
属 専 決 権 者 委任決裁権者 の長の名 属 専 決 権 者 委任決裁権者 の長の名

称 称
名 種 類 内 容 知事 名 種 類 内 容 知事

地方機 地方機 地方機 地方機
部長局長課長 部長局長課長 部長局長課長 部長局長課長

関の長 関の長 関の長 関の長

略 略

財一 鳥取県公 略 財一 鳥取県公 略

源 有財産事務 源 有財産事務

確 取扱規則２ 同規則第42条の規 ○ 確 取扱規則２ 同規則第42条の規 ○

保 （昭和39年 定による公有財産の 保 （昭和39年 定による公有財産の

室 鳥取県規則 増減高又は現在高に 室 鳥取県規則 増減高又は現在高に

第27号）に ついての会計管理者 第27号）に ついての出納長への

基づく知事 への通知 基づく知事 通知

の権限に属 の権限に属

する事務 する事務

略 略

略 略

（鳥取県公有財産事務取扱規則の一部改正）

第６条 鳥取県公有財産事務取扱規則（昭和39年鳥取県規則第27号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。



改 正 後 改 正 前

（公有財産の増減通知） （公有財産の増減通知）

第42条 知事は、毎会計年度における公有財産の増減 第42条 知事は、毎会計年度における公有財産の増減

高及び毎会計年度末における公有財産の現在高を翌 高及び毎会計年度末における公有財産の現在高を翌

年度の６月10日までに公有財産増減通知書（様式第 年度の６月10日までに公有財産増減通知書（様式第

21号）により会計管理者に通知しなければならな 21号）により出納長に通知しなければならない。

い。

（鳥取県宿舎管理規則の一部改正）

第７条 鳥取県宿舎管理規則（昭和57年鳥取県規則第24号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（入居資格等） （入居資格等）

第５条 宿舎（駐車場を除く。以下この条、次条、第 第５条 宿舎（駐車場を除く。以下この条、次条、第

８条から第14条まで及び第16条から第20条までにお ８条から第14条まで及び第16条から第20条までにお

いて同じ。）に入居できる者は、次の各号に掲げる いて同じ。）に入居できる者は、次の各号に掲げる

宿舎の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員 宿舎の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員

とする。 とする。

(１) 特定宿舎 次に掲げる者 (１) 特定宿舎 次に掲げる者

ア 知事及び副知事 ア 知事、副知事及び出納長

イ～エ 略 イ～エ 略

(２) 略 (２) 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

（宿舎の入居者等の決定） （宿舎の入居者等の決定）

第６条 宿舎に入居を希望する者（知事及び副知事を 第６条 宿舎に入居を希望する者（知事、副知事及び

除く。）は、宿舎入居申込書（様式第１号）を知事 出納長を除く。）は、宿舎入居申込書（様式第１

に提出しなければならない。 号）を知事に提出しなければならない。

２～５ 略 ２～５ 略

（鳥取県会計規則の一部改正）

第８条 鳥取県会計規則（昭和39年鳥取県規則第11号）の一部を次のように改正する。

次の表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字

句に改める。

条項 改正前 改正後

第２条第１号 第１条 第２条

会計局、庶務集中局 会計管理者

第５条第１項 会計局及び庶務集中局 会計管理者



会計指導課長 会計局長、会計指導課長

第５条第４項 会計局及び庶務集中局 会計管理者

第５条の２第１項 会計局 会計管理者（庶務集中局を

除く。）

第５条の２第２項 地方自治法の一部を改正す 地方自治法（昭和22年法律

る法律（平成18年法律第53 第67号。以下「法」とい

号）附則第３条第２項の規 う。）

定によりなおその効力を有

することとされる同法によ

る改正前の地方自治法（昭

和22年法律第67号。以下

「旧法」という。）

出納長 会計管理者

第５条の３第１項 会計局、庶務集中局 会計管理者

第５条の３第２項 会計局及び庶務集中局 会計管理者

第５条の３第３項 旧法 法

第６条の見出し及び同条 出納長 会計管理者

第６条 旧法 法

第７条 出納長 会計管理者

第16条第３項

第18条第１項

第18条の３

第19条の見出し 出納長等 会計管理者等

第19条 出納長 会計管理者

第21条

第22条第１項及び第３項

第23条

第25条第１項から第３項まで

第25条の２ 地方自治法（以下「法」と 法

いう。）

第26条第３項 出納長 会計管理者

第26条の２第１項、第２項、第４項及び第５項

第27条第８項

第30条第１号

第33条

第37条第１項

第38条

第40条の２第１項第１号

第41条

第48条

第52条第１項から第４項まで

第53条

第54条

第55条

第56条第３項



第58条

第59条第１項及び第３項

第60条

第61条

第62条第１項

第64条

第65条

第66条

第67条第３項

第78条第２項

第79条第２項

第80条第１項

第81条

第89条第２項

第91条第１項及び第３項

第92条の２第２項

第93条

第94条

第95条

第97条第１項から第３項まで

第97条の２

第98条

第99条第１項及び第２項

第101条第２項及び第３項

第103条第１項及び第２項

第104条第２項

第105条

第107条

第138条

第152条

第153条第１項

第154条

第159条

第160条第１項第１号及び第２号並びに第２項第４号

第164条

第167条

第169条

第170条

第172条第６項

第173条

第176条第２号及び第３号 副出納長、出納員 出納員

第177条第１項 出納長 会計管理者

別表第１の鳥取県立公文書館の項 副主幹 主幹

別表第２の15の項 出納長 会計管理者

様式第１号 鳥取県出納長 鳥取県会計管理者



様式第２号

様式第４号

様式第５号

様式第６号

様式第７号 鳥取県出納長 鳥取県会計管理者

出納長 会計管理者

様式第８号 鳥取県出納長 鳥取県会計管理者

様式第９号 鳥取県出納長 鳥取県会計管理者

出納長 会計管理者

様式第13号 鳥取県出納長 鳥取県会計管理者

様式第14号

様式第14号の２

様式第15号

様式第16号

様式第18号

様式第19号

様式第20号

様式第21号

様式第22号

様式第23号

様式第24号 鳥取県出納長 鳥取県会計管理者

副出納長 会計局長

会計課長 会計指導課長

様式第25号 出納長 会計管理者

様式第26号

様式第29号 鳥取県出納長 鳥取県会計管理者

様式第32号

様式第33号

様式第34号

様式第35号

様式第37号

様式第41号 出納長 会計管理者

様式第42号

様式第43号

様式第43号の２

（鳥取県会計規則の一部を改正する規則の一部改正）

第９条 鳥取県会計規則の一部を改正する規則（平成19年鳥取県規則第85号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１及び２ 略 １及び２ 略

３ 統轄店は、前項の領収済通知書の送付を受けたと ３ 統轄店は、前項の領収済通知書の送付を受けたと



きは、別に定めるものを除くほか、領収済通知書を きは、別に定めるものを除くほか、領収済通知書を

知事及び会計管理者に送付しなければならない。 知事及び出納長に送付しなければならない。

４～６ 略 ４～６ 略

（鳥取県物品事務取扱規則の一部改正）

第10条 鳥取県物品事務取扱規則（昭和39年鳥取県規則第12号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該

改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削

り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（分類） （分類）

第３条 略 第３条 略

２ 次の各号に掲げる物品は、それぞれ当該各号に定 ２ 次の各号に掲げる物品は、それぞれ当該各号に定

めるものに属するものとする。 めるものに属するものとする。

(１) 性質、形状を変えることなく長期間にわたっ (１) 性質、形状を変えることなく長期間にわたっ

て継続使用に耐える物品又は長期間にわたって保 て継続使用に耐える物品又は長期間にわたって保

存しようとする物品のうち、次に掲げるもの 備 存しようとする物品のうち、次に掲げるもの 備

品 品

ア～キ 略 ア～キ 略

ク 庶務集中局長（鳥取県会計管理者組織規則 ク 庶務集中局長（鳥取県会計局及び庶務集中局

（平成21年鳥取県規則第24号）第２条の規定に 設置規則（平成21年鳥取県規則第24号）第１条

より設置された庶務集中局の長をいう。以下同 の規定により設置された庶務集中局の長をい

じ。）が特に備品として管理することが必要と う。以下同じ。）が特に備品として管理するこ

認める物品 とが必要と認める物品

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略

３ 略 ３ 略

（物品出納員） （物品出納員）

第５条 知事（鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥 第５条 知事（鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥

取県規則第32号）第６条第１項の規定により知事の 取県規則第32号）第６条第１項の規定により知事の

権限に属する事務が委任されている場合にあって 権限に属する事務が委任されている場合にあって

は、当該委任を受けた鳥取県行政組織条例（平成６ は、当該委任を受けた鳥取県行政組織条例（平成６

年鳥取県条例第５号）第13条第２項に規定する部局 年鳥取県条例第５号）第13条第２項に規定する部局

長等、同条例第２条の規定により設置される部局等 長等、同条例第２条の規定により設置される部局等

を構成する内部組織の長その他の知事の権限に属す を構成する内部組織の長その他の知事の権限に属す

る事務を処理するための組織を構成する機関の長。 る事務を処理するための組織を構成する機関の長。

以下同じ。）は、知事部局（会計管理者会計局及び 以下同じ。）は、知事部局の本庁各課（課に相当す

会計管理者庶務集中局を除く。以下この条及び次条 るものを含み、総務部行財政改革局自治研修所、生

において同じ。）の本庁各課（課に相当するものを 活環境部衛生環境研究所、生活環境部くらしの安心

含み、総務部行財政改革局自治研修所、生活環境部 局消費生活センター、農林水産部農業大学校及び農

衛生環境研究所、生活環境部くらしの安心局消費生 林水産部農林総合研究所を除く。以下同じ。）、会



活センター、農林水産部農業大学校及び農林水産部 計局、庶務集中局、議会事務局、教育委員会事務局

農林総合研究所を除く。以下同じ。）、会計管理者 の各課等（課に相当するものを含み、鳥取県教育セ

会計局、会計管理者庶務集中局、議会事務局、教育 ンター、鳥取県立図書館及び鳥取県立博物館を除

委員会事務局の各課等（課に相当するものを含み、 く。以下同じ。）、人事委員会事務局、監査委員事

鳥取県教育センター、鳥取県立図書館及び鳥取県立 務局、労働委員会事務局及び警察本部の会計課に物

博物館を除く。以下同じ。）、人事委員会事務局、 品出納員を置く。

監査委員事務局、労働委員会事務局及び警察本部の

会計課に物品出納員を置く。

２ 知事は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 ２ 知事は、地方自治法の一部を改正する法律（平成

171条第４項の規定に基づき、会計管理者をして物 18年法律第53号）附則第３条第２項の規定によりな

品の出納及び保管に関する事務の一部を委任させる おその効力を有することとされる同法による改正前

ものとする。 の地方自治法（昭和22年法律第67号）第171条第４

項の規定に基づき、出納長をして物品の出納及び保

管に関する事務の一部を委任させるものとする。

３及び４ 略 ３及び４ 略

（物品保管主任） （物品保管主任）

第５条の２ 知事は、使用中の物品（会計管理者、出 第５条の２ 知事は、使用中の物品（出納長、出納

納員、分任出納員又は物品出納員が保管する物品以 員、分任出納員又は物品出納員が保管する物品以外

外の物品をいう。）の保管を行わせるため、知事部 の物品をいう。）の保管を行わせるため、知事部局

局の本庁各課、会計管理者会計局、会計管理者庶務 の本庁各課、会計局、庶務集中局、議会事務局、教

集中局、議会事務局、教育委員会事務局の各課等、 育委員会事務局の各課等、人事委員会事務局、監査

人事委員会事務局、監査委員事務局及び労働委員会 委員事務局及び労働委員会事務局（以下「本庁各課

事務局（以下「本庁各課等」という。）、警察本部 等」という。）、警察本部の各課並びに鳥取県会計

の各課並びに鳥取県会計規則（昭和39年鳥取県規則 規則（昭和39年鳥取県規則第11号）第２条第２号に

第11号）第２条第２号に規定する機関、総務部行財 規定する機関、総務部行財政改革局自治研修所、生

政改革局自治研修所、生活環境部衛生環境研究所、 活環境部衛生環境研究所、生活環境部くらしの安心

生活環境部くらしの安心局消費生活センター、農林 局消費生活センター、農林水産部農業大学校及び農

水産部農業大学校及び農林水産部農林総合研究所並 林水産部農林総合研究所並びに鳥取県教育センタ

びに鳥取県教育センター、鳥取県立図書館及び鳥取 ー、鳥取県立図書館及び鳥取県立博物館（以下「機

県立博物館（以下「機関等」という。）に物品保管 関等」という。）に物品保管主任を置く。

主任を置く。

２ 略 ２ 略

（出納の登録） （出納の登録）

第11条 会計管理者、出納員、分任出納員又は物品出 第11条 出納長、出納員、分任出納員又は物品出納員

納員は、物品の出納の通知を受けたときは、物品を は、物品の出納の通知を受けたときは、物品を管理

管理するための情報処理システムで庶務集中局が所 するための情報処理システムで庶務集中局が所管す

管するもの（以下「物品管理システム」という。） るもの（以下「物品管理システム」という。）の物

の物品出納簿（以下「物品出納簿」という。）にそ 品出納簿（以下「物品出納簿」という。）にその受

の受払いを登録しなければならない。ただし、次に 払いを登録しなければならない。ただし、次に掲げ

掲げる物品については、契約・交付伺書、寄附物品 る物品については、契約・交付伺書、寄附物品受納

受納伺書等をもって物品出納簿に代えることができ 伺書等をもって物品出納簿に代えることができる。

る。

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略



２ 略 ２ 略

（物品の照合） （物品の照合）

第14条 会計管理者、出納員、分任出納員、物品出納 第14条 出納長、出納員、分任出納員、物品出納員又

員又は物品保管主任は、その保管に係る物品を毎年 は物品保管主任は、その保管に係る物品を毎年１回

１回以上物品出納簿と照合し、その年月日及び照合 以上物品出納簿と照合し、その年月日及び照合済の

済の旨を検査票に記載しなければならない。ただ 旨を検査票に記載しなければならない。ただし、第

し、第25条第１項ただし書の規定により貸付期間を 25条第１項ただし書の規定により貸付期間を延長さ

延長された貸付物品については、貸付期間中に１回 れた貸付物品については、貸付期間中に１回以上照

以上照合するものとする。 合するものとする。

２ 略 ２ 略

（使用のための払出し） （使用のための払出し）

第15条 会計管理者、出納員、分任出納員又は物品出 第15条 出納長、出納員、分任出納員又は物品出納員

納員は、所属長に物品を払い出すときは、物品交付 は、所属長に物品を払い出すときは、物品交付通知

通知書によりこれを行わなければならない。ただ 書によりこれを行わなければならない。ただし、知

し、知事が別に定める場合は、この限りでない。 事が別に定める場合は、この限りでない。

（返納） （返納）

第20条 略 第20条 略

２ 前項の規定により返納された物品については、同 ２ 前項の規定により返納された物品については、同

項ただし書の場合を除き、これを会計管理者に引き 項ただし書の場合を除き、これを出納長に引き継が

継がなければならない。 なければならない。

（保管換え） （保管換え）

第27条 略 第27条 略

２ 前項の規定にかかわらず、第20条第２項の規定に ２ 前項の規定にかかわらず、第20条第２項の規定に

より会計管理者に引き継がれた物品の保管換えは、 より出納長に引き継がれた物品の保管換えは、物品

物品保管換請求伺書、物品保管換請求書及び物品交 保管換請求伺書、物品保管換請求書及び物品交付通

付通知書により行わなければならない。 知書により行わなければならない。

第37条 出納機関の出納員は、取得価格が100万円以 第37条 出納機関の出納員は、取得価格が100万円以

上の物品について、毎会計年度間における増減及び 上の物品について、毎会計年度間における増減及び

毎会計年度末における現在数を、物品現在数報告書 毎会計年度末における現在数を、物品現在数報告書

により、出納機関の長を経て翌年度の６月15日まで により、出納機関の長を経て翌年度の６月15日まで

に会計管理者に報告しなければならない。 に出納長に報告しなければならない。

（出納員等の引継ぎ） （出納員等の引継ぎ）

第43条 略 第43条 略

２ 出納員等は、特別の理由により前項の期間内に引 ２ 出納員等は、特別の理由により前項の期間内に引

き継ぐことができないときは、会計管理者の指示を き継ぐことができないときは、出納長の指示を受け

受けなければならない。 なければならない。

（鳥取県債権管理事務取扱規則の一部改正）



第11条 鳥取県債権管理事務取扱規則（昭和39年鳥取県規則第16号）の一部を次のように改正する。

次の表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句

に改める。

条項 改正前 改正後

第10条 出納長 会計管理者

第11条

第12条第３項

第13条第３項

（鳥取県収入証紙規則の一部改正）

第12条 鳥取県収入証紙規則（昭和39年鳥取県規則第17号）の一部を次のように改正する。

次の表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句

に改める。

条項 改正前 改正後

第９条第１項 出納長 会計管理者

第10条第２項及び第３項

第14条第２項

様式第５号

様式第５号の２

様式第６号

様式第６号の２

様式第８号 鳥取県出納長 鳥取県会計管理者

様式第８号の２

様式第16号 出納長 会計管理者

様式第17号

（鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則の一部改正）

第13条 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則（昭和39年鳥取県規則第

18号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。

改 正 後 改 正 前

（事務の範囲） （事務の範囲）

第２条 条例別表の１の項の第２欄の規則で定める事 第２条 条例別表の１の項の第２欄の規則で定める事

務は、次に掲げるとおりとする。 務は、次に掲げるとおりとする。

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略

(８) 知事、副知事、代表監査委員及び教育長並び (８) 知事、副知事、出納長、代表監査委員及び教

に部又は機関に所属する職員が行う本邦における 育長並びに部又は機関に所属する職員が行う本邦

航空旅行に係る役務費のうち知事が別に定めるも における航空旅行に係る役務費のうち知事が別に

のに係る支払に関する事務 定めるものに係る支払に関する事務

(９) 略 (９) 略

(10) 知事部局の本庁各課（課に相当するものを含 (10) 知事部局の本庁各課（課に相当するものを含



み、総務部行財政改革局自治研修所、生活環境部 み、総務部行財政改革局自治研修所、生活環境部

衛生環境研究所、生活環境部くらしの安心局消費 衛生環境研究所、生活環境部くらしの安心局消費

生活センター、農林水産部農業大学校及び農林水 生活センター、農林水産部農業大学校及び農林水

産部農林総合研究所を除く。）、議会事務局、教 産部農林総合研究所を除く。）、会計局、庶務集

育委員会事務局の各課等（課に相当するものを含 中局、議会事務局、教育委員会事務局の各課等

み、鳥取県教育センター、鳥取県立図書館及び鳥 （課に相当するものを含み、鳥取県教育センタ

取県立博物館を除く。）、人事委員会事務局、監 ー、鳥取県立図書館及び鳥取県立博物館を除

査委員事務局及び労働委員会事務局（以下この号 く。）、人事委員会事務局、監査委員事務局及び

において「本庁各課等」という。）において鳥取 労働委員会事務局（以下この号において「本庁各

県会計規則第38条の２第３項の規定により支出負 課等」という。）において鳥取県会計規則第38条

担行為兼支出仕訳書により支払うことができる経 の２第３項の規定により支出負担行為兼支出仕訳

費の支払並びに庶務集中局長が本庁各課等に常時 書により支払うことができる経費の支払並びに庶

購入を委嘱することとした物品の購入及び支払に 務集中局長が本庁各課等に常時購入を委嘱するこ

係る事務 ととした物品の購入及び支払に係る事務

（鳥取県会計局及び庶務集中局設置規則の一部改正）

第14条 鳥取県会計局及び庶務集中局設置規則（平成21年鳥取県規則第24号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「削除条」という。）を削り、同

表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「追加条」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除条を除く。以下この条において「改正部分」という。）に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加条を除く。以下この条において「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在し

ない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分

を加える。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

鳥取県会計管理者組織規則 鳥取県会計局及び庶務集中局設置規則

（設置）

第１条 出納長の権限に属する事務を処理し、及び知

事の権限に属する事務の一部を分掌させるため、会

計局及び庶務集中局を置く。

（趣旨）

第１条 この規則は、会計管理者を構成する局、課及

び内部組織の設置、所掌事務並びに職制及び職務に

ついて必要な事項を定めるものとする。

（局、課及び内部組織の設置） （課及び内部組織の設置）

第２条 会計管理者に、次の表の左欄に掲げる局及び 第２条 次の表の左欄に掲げる局に、同表中欄に掲げ

課を置き、課に内部組織として同表の右欄に掲げる る課を置き、課に内部組織として同表の右欄に掲げ

担当等を置く。 る担当等を置く。



局及び課 内部組織 局 課 内部組織

略 略

（会計局の各課の所掌事務） （会計局の各課の所掌事務）

第３条 会計局各課の所掌事務は、次のとおりとす 第３条 会計局各課の所掌事務は、次のとおりとす

る。 る。

会計指導課 会計指導課

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 現金（会計管理者が直接収納したものを除 (４) 現金（出納長が直接収納したものを除く。）

く。）及び財産（基金に属する動産を除く。）の 及び財産（基金に属する動産を除く。）の記録管

記録管理に関すること。 理に関すること。

(５)～(10) 略 (５)～(10) 略

(11) 地方自治法（平成22年法律第67号。以下 (11) 地方自治法の一部を改正する法律（平成18年

「法」という。）第243条の２に規定する職員の 法律第53号）附則第３条第２項の規定によりなお

賠償責任に係る事務に関すること。 その効力を有することとされた同法による改正前

の地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「旧

法」という。）第243条の２に規定する職員の賠

償責任に係る事務に関すること。

(12) 会計管理者の秘書に関すること。 (12) 出納長の秘書に関すること。

(13)～(15) 略 (13)～(15) 略

審査出納課 審査出納課

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 現金（会計管理者が直接収納したものに限 (３) 現金（出納長が直接収納したものに限る。）

る。）の記録管理に関すること。 の記録管理に関すること。

(４) 法第232条の４第２項の規定による支出負担 (４) 旧法第232条の４第２項の規定による支出負

行為の確認に関すること。 担行為の確認に関すること。

(５) 略 (５) 略

（内部組織の所掌事務） （内部組織の所掌事務）

第５条 内部組織の所掌事務は、課の長が定め、局の 第５条 内部組織の所掌事務は、課の長が定め、局の

長及び会計管理者（当該所掌事務が知事の権限に属 長及び出納長（当該所掌事務が知事の権限に属する

する場合にあっては、知事）に報告しなければなら 場合にあっては、知事）に報告しなければならな

ない。これを変更したときも同様とする。 い。これを変更したときも同様とする。

２ 略 ２ 略

（鳥取県会計局及び庶務集中局等事務決裁規則の一部改正）

第15条 鳥取県会計局及び庶務集中局等事務決裁規則（平成21年鳥取県規則第25号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「削除条」という。）を削り、同

表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「追加条」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除条を除く。以下この条において「改正部分」という。）に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加条を除く。以下この条において「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には、当該改正後部分を加える。



改 正 後 改 正 前

鳥取県会計管理者等事務決裁規則 鳥取県会計局及び庶務集中局等事務決裁規則

（目的） （目的）

第１条 この規則は、会計管理者において処理する事 第１条 この規則は、会計局及び庶務集中局において

務並びに出納機関の出納員及び旅費出納員の事務の 処理する事務並びに出納機関の出納員及び旅費出納

決裁に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能 員の事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事

率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とす 務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ること

る。 を目的とする。

（定義） （定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の 第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 専決 常時知事、会計管理者又は出納機関の (２) 専決 常時知事、出納長又は出納機関の出納

出納員に代わって知事、会計管理者又は出納機関 員に代わって知事、出納長又は出納機関の出納員

の出納員の名において決裁することをいう。 の名において決裁することをいう。

(３) 略 (３) 略

(４) 委任決裁 知事又は会計管理者の権限に属す (４) 委任決裁 知事又は出納長の権限に属する事

る事務の一部の委任を受けて、常時知事又は会計 務の一部の委任を受けて、常時知事又は出納長に

管理者に代わって自己の名において決裁すること 代わって自己の名において決裁することをいう。

をいう。

(５) 略 (５) 略

(６) 正当決裁権者 知事、会計管理者、出納機関 (６) 正当決裁権者 知事、出納長、出納機関の出

の出納員、旅費出納員、専決権者又は委任決裁権 納員、旅費出納員、専決権者又は委任決裁権者を

者をいう。 いう。

(７)～(９) 略 (７)～(９) 略

(10) 局長 鳥取県会計管理者組織規則（平成21年 (10) 局長 鳥取県会計局及び庶務集中局設置規則

鳥取県規則第24号）第２条の規定により設置され （平成21年鳥取県規則第24号）第１条の規定によ

た会計局又は庶務集中局の長をいう。 り設置された会計局又は庶務集中局の長をいう。

(11) 課長 鳥取県会計管理者組織規則第２条の規 (11) 課長 鳥取県会計局及び庶務集中局設置規則

定により設置された会計指導課、審査出納課又は 第２条の規定により設置された会計指導課、審査

集中業務課の長をいう。 出納課又は集中業務課の長をいう。

(12) 室長 鳥取県会計管理者組織規則第２条の規 (12) 室長 鳥取県会計局及び庶務集中局設置規則

定により設置された物品・契約室の長をいう。 第２条の規定により設置された物品・契約室の長

をいう。

(13)及び(14) 略 (13)及び(14) 略

（知事の権限に属する事務の委任等） （知事の権限に属する事務の委任等）

第３条 知事は、次に掲げる事務を会計管理者に委任 第３条 知事は、次に掲げる事務を出納長に委任す

する。 る。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

２ 前項各号に掲げる事務は、会計管理者の決裁事項 ２ 前項各号に掲げる事務は、出納長の決裁事項とす



とする。 る。

３ 略 ３ 略

４ 知事の権限に属する事務についての会計管理者、 ４ 知事の権限に属する事務についての会計局長、庶

局長、課長並びに会計担当職員及び集中化業務決裁 務集中局長、課長並びに会計担当職員及び集中化業

職員（それぞれの課の職員のうち課長があらかじめ 務決裁職員（それぞれの課の職員のうち課長があら

定める室長、課長補佐、主幹及び副主幹並びにこれ かじめ定める室長、課長補佐、主幹及び副主幹及び

らに相当する職にあるものをいう。以下同じ。）の これらに相当する職にあるものをいう。以下同

専決事項は、別表第１に掲げる事務にあっては、そ じ。）の専決事項は、別表第１に掲げる事務にあっ

れぞれ同表の事務処理権限区分の専決権者の欄に〇 ては、それぞれ同表の事務処理権限区分の専決権者

印により定めるとおりとし、それ以外の事務にあっ の欄に〇印により定めるとおりとし、それ以外の事

ては、鳥取県事務処理権限規則第４条の規定（同規 務にあっては、鳥取県事務処理権限規則第４条の規

則別表第１に掲げる事務に関する規定に限る。）を 定（同規則別表第１に掲げる事務に関する規定に限

準用する。この場合においては、同条第１項ただし る。）を準用する。この場合においては、同表の事

書中「部長」とあるのは「会計管理者」と、同表の 務処理権限の区分の欄中「部長」とあるのは「局

事務処理権限の区分の欄中「部長」とあるのは「会 長」と読み替えるものとする。

計管理者」と読み替えるものとする。

５及び６ 略 ５及び６ 略

７ 知事の権限に属する事務についての会計管理者、 ７ 知事の権限に属する事務についての会計局長、庶

局長、課長の委任決裁事項は、別表第１に掲げる事 務集中局長、課長の委任決裁事項は、別表第１に掲

務にあっては、それぞれ同表の事務処理権限の区分 げる事務にあっては、それぞれ同表の事務処理権限

の委任決裁権者の欄に〇印により定めるとおりと の区分の委任決裁権者の欄に〇印により定めるとお

し、それ以外の事務にあっては、鳥取県事務処理権 りとし、それ以外の事務にあっては、鳥取県事務処

限規則第６条の規定（同規則別表第１に掲げる事務 理権限規則第６条の規定（同規則別表第１に掲げる

に関する規定に限る。）を準用する。この場合にお 事務に関する規定に限る。）を準用する。この場合

いては、同表の事務処理権限の区分の欄中「部長」 においては、同表の事務処理権限の区分の欄中「部

とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとす 長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

る。

（会計管理者の決裁事項等） （出納長の決裁事項等）

第４条 会計管理者の決裁事項は、別表第２の事務処 第４条 出納長の決裁事項は、別表第２の事務処理権

理権限の区分の会計管理者の欄に○印により定める 限の区分の出納長の欄に○印により定めるとおりと

とおりとする。 する。

２ 会計管理者の権限に属する事務についての局長、 ２ 出納長の権限に属する事務についての会計局長、

課長及び会計員の専決事項は、それぞれ、別表第２ 庶務集中局長、課長及び会計員の専決事項は、それ

の事務処理権限の区分の専決権者の欄に○印により ぞれ、別表第２の事務処理権限の区分の専決権者の

定めるとおりとする。 欄に○印により定めるとおりとする。

３ 局長、課長及び出納機関の出納員の委任決裁事項 ３ 会計局長、庶務集中局長、課長及び出納機関の出

は、それぞれ、別表第２の事務処理権限の区分の委 納員の委任決裁事項は、それぞれ、別表第２の事務

任決裁権者の欄に○印により定めるとおりとする。 処理権限の区分の委任決裁権者の欄に○印により定

めるとおりとする。

（代決） （代決）

第５条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者 第５条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者

の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる第１順 の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる第１順

位者が行い、正当決裁権者及び第１順位者がともに 位者が行い、正当決裁権者及び第１順位者がともに



不在のときは、それぞれ同表の右欄に掲げる第２順 不在のときは、それぞれ同表の右欄に掲げる第２順

位者が行うことができる。 位者が行うことができる。

正当決裁権者 第１順位者 第２順位者 正当決裁権者 第１順位者 第２順位者

知事 副知事 会計管理者 知事 副知事 主務局長

会計管理者 主務局長 主務課長 出納長 副出納長 主務局長

略 略

課長 略 課長 略

(２) 会計管理 (２) 出納長の

者の権限に属 権限に属する

する事務 事務

略 略

略 略

２ 略 ２ 略

（出納長の職務を代理する上席の出納員）

第８条 地方自治法の一部を改正する法律（平成18年

法律第53号）附則第３条第２項の規定によりなおそ

の効力を有することとされる同法による改正前の地

方自治法（昭和22年法律第67号。以下「旧法」とい

う。）第170条第６項の上席の出納員は、会計局に

置かれた出納員のうちあらかじめ出納長が指定した

出納員とする。

（会計管理者の事務を代理する職員）

第８条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下

「法」という。）第170条第３項の規定により会計

管理者の事務を代理させる職員は、会計局長（会計

局長に事故があるときは、会計局会計指導課長）と

する。

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

所 事 項 事務処理権限の区分 所 事 項 事務処理権限の区分

属 種 類 内 容 会計 専 決 権 者 委任決裁権者 出納機関の名 属 種 類 内 容 出納 専 決 権 者 委任決裁権者 出納機関の名
管理 称 長 称

名 者 局長課長会計員 局長課長出納機関 名 局長課長 会計員 局長課長出納機関
の出納員 の出納員

会一 法に基づ１ 法第170条第２項 ○ 会一 旧法に基１ 旧法第170条第２ ○

計 く会計管理 第１号に掲げる現 計 づく出納長 項第１号に掲げる

指 者の権限に 金の出納（基金に 指 の権限に属 現金の出納（基金

導 属する事務 属する現金に係る 導 する事務 に属する現金に係

課 ものに限る。）及 課 るものに限る。）

び保管（歳計現金 及び保管（歳計現

及び歳入歳出外現 金及び歳入歳出外

金の金融機関への 現金の金融機関へ

預金の方法による の預金の方法によ

もの並びに基金に るもの並びに基金

属する現金に係る に属する現金に係

ものに限る。） るものに限る。）

２ 法第170条第２項 ○ ２ 旧法第170条第２ ○

第３号に掲げる有 項第３号に掲げる

価証券（公有財産 有価証券（公有財

又は基金に属する 産又は基金に属す

ものに限る。）の るものに限る。）

出納及び保管 の出納及び保管



３ 法第170条第２項 ○ ３ 旧法第170条第２ ○

第４号に掲げる物 項第４号に掲げる

品（収入証紙に限 物品（収入証紙に

る。）の出納及び 限る。）の出納及

保管 び保管

４ 法第170条第２項 ○ ４ 旧法第170条第２ ○

第５号に掲げる現 項第５号に掲げる

金（会計管理者が 現金（出納長が直

直接収納したもの 接収納したものを

を除く。）及び財 除く。）及び財産

産（基金に属する （基金に属する動

動産を除く。）の 産を除く。）の記

記録管理 録管理

５ 法第170条第２項 ○ ５ 旧法第170条第２ ○

第７号に掲げる決 項第７号に掲げる

算の調製 決算の調製

二 地方自治 略 二 地方自治 略

法施行令に 法施行令に

基づく会計 基づく出納

管理者の権 長の権限に

限に属する 属する事務

事務

三 鳥取県会 略 三 鳥取県会 略

計規則に基 計規則に基

づく会計管 づく出納長

理者の権限 の権限に属

に属する事 する事務

務

四 その他の 略 四 その他の 略

会計管理者 出納長の権

の権限に属４ 通達、申請、進 限に属する４ 通達、申請、進

する事務 達、副申、通知、 事務 達、副申、通知、

照会、回答、報 照会、回答、報

告、依頼、送付又 告、依頼、送付又

は督促 は督促

(一) 会計管理者 (一) 出納長の名

の名において処 において処理す

理することが適 ることが適当で

当であるもの あるもの

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(二) 略 (二) 略

略 略

審一 法に基づ１ 法第170条第２項 ○ 審一 旧法に基１ 旧法第170条第２ ○

査 く会計管理 第１号に掲げる現 査 づく出納長 項第１号に掲げる

出 者の権限に 金の出納及び保管 出 の権限に属 現金の出納及び保

納 属する事務 （会計指導課の所 納 する事務 管（会計指導課の

課 掌事務に属するも 課 所掌事務に属する

のを除く。） ものを除く。）

２ 法第170条第２項 ○ ２ 旧法第170条第２ ○

第２号に掲げる小 項第２号に掲げる

切手の振出し 小切手の振出し

３ 法第170条第２項 ○ ３ 旧法第170条第２ ○

第３号に掲げる有 項第３号に掲げる

価証券（公有財産 有価証券（公有財

又は基金に属する 産又は基金に属す

ものを除く。）の るものを除く。）

出納及び保管 の出納及び保管

４ 法第232条の４第 ４ 旧法第232条の４

２項の規定による 第２項の規定によ

支出負担行為に関 る支出負担行為に

する確認 関する確認

(一)～(三) 略 (一)～(三) 略

二 鳥取県会 略 二 鳥取県会 略

計規則に基 計規則に基

づく会計管 づく出納長

理者の権限 の権限に属

に属する事 する事務

務

三 その他の 略 三 その他の 略

会計管理者 出納長の権

の権限に属 限に属する

する事務 事務



集一 法に基づ１ 法第170条第２項 集一 旧法に基１ 旧法第170条第２

中 く会計管理 第４号に掲げる物 中 づく出納長 項第４号に掲げる

業 者の権限に 品（基金に属する 業 の権限に属 物品（基金に属す

務 属する事務 動産を含み、収入 務 する事務 る動産を含み、収

課 証紙を除く。）の 課 入証紙を除く。）

出納及び保管（使 の出納及び保管

用中の物品に係る （使用中の物品に

保管を除く。） 係る保管を除

く。）

(一)～(三) 略 (一)～(三) 略

第16条 鳥取県会計局及び庶務集中局等事務決裁規則の一部を次のように改正する。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

事 項 事務処理権限の区分

所 種 類 内 容 知 専決権者 委任決裁権者 地方機関

属 事 会 局 課 会計 集中 会 局 課 地方 の長の名

名 計 長 長 担当 化業 計 長 長 機関 称

管 職員 務決 管 の長

理 裁職 理

者 員 者

共 人事管理に関 所属職員の内部組織の所属への決定 ○

通 する事務 （課長、課長補佐、室長及び室長補佐

に係るものを除く。）

会 一 法に基づ １ 法第171条第２項の規定による出 〇

計 く知事の権 納員その他の会計職員の任命

指 限に属する

導 事務

課 二 地方自治 １ 同令第168条第１項の規定による 〇

法 施 行 令 指定金融機関の指定

（昭和22年 ２ 同令第168条第３項又は第４項の ○

政令第 1 6 規定による指定代理金融機関又は収

号）に基づ 納代理金融機関の指定

く知事の権 ３ 同令第168条第７項の規定による ○

限に属する 指定代理金融機関若しくは収納代理

事務 金融機関の指定又はその取消しにつ

いての指定金融機関からの意見の聴

取

三 鳥取県収 １ 同条例第５条第３項の規定による 〇

入証紙条例 証紙の小売りさばき人の指定

（昭和39年 ２ 同条例第７条第１項ただし書の規

鳥取県条例 定による証紙の返還に基づく現金の

第９号）に 還付又は他の証紙との交換の認定

基づく知事 (一) 現金の還付の認定

の権限に属 (１) 一般購入者への還付

する事務 ア 中部総合事務所、西部総合 〇 中部総合

事務所又は日野総合事務所に 事 務 所

おいて現金還付請求書を受理 長、西部



したもの 総合事務

所長、日

野総合事

務所長

イ ア以外のもの 〇

(２) 小売りさばき人への還付 〇

(二) 他の証紙との交換の認定 〇

四 鳥取県会 １ 同規則第５条の３第４項の規定に 〇

計規則に基 よる分任出納員等の任免の報告の受

づく知事の 理

権限に属す ２ 同規則第74条第２項の規定による 〇

る事務 出納機関の隔地にある事務所への資

金の交付の承認

３ 同規則第163条の規定による会計 〇

検査（物品に係るものを除く。）の

実施

集 一 地方自治 １ 同令第160条の２第１項第２号に 〇

中 法施行令に 掲げる経費の債務が確定する前に包

業 基づく知事 括的に行う支出負担行為及び支出命

務 の権限に属 令

課 する事務 ２ 同令第160条の２第１項第２号に

掲げる経費、集中化事務（鳥取県用

品調達等集中管理事業特別会計で取

り扱う用品等の範囲を定める規則

（昭和39年鳥取県規則第18号）第２

条第５号から第８号まで及び第10号

に掲げる事務（知事部局本庁各課

（行財政改革局自治研修所、衛生環

境研究所、くらしの安心局消費生活

センター、農業大学校及び農林総合

研究所を除く。）又は労働委員会事

務局の兼務職員として行う事務に限

る。以下同じ。）をいう。以下同

じ。）及び物品（知事が別に定める

ものを除く。３及び六の１において

同じ。）に係る歳入金の調定

(一) 物品に係るもの

(１) １件500万円以上のもの 〇

(２) １件500万円未満のもの 〇

(二) (一)以外のもの 〇

３ 同令第160条の２第１項第２号に 〇

掲げる経費、集中化事務及び物品に

係る戻入金の調定及び歳入戻出金の

支出命令

４ 同令第167条の５第１項の規定に 〇



よる一般競争入札（建設工事、測

量、建設コンサルタント、地質調

査、補償関係コンサルタント及び除

雪業務に係るものを除く。）に参加

する者に必要な資格の決定

５ 同令第167条の11第２項の規定に 〇

よる指名競争入札（建設工事、測

量、建設コンサルタント、地質調

査、補償関係コンサルタント及び除

雪業務に係るものを除く。）に参加

する者に必要な資格の決定

６ 同令第168条の７第２項の規定に 〇

よる歳入歳出外現金の出納の通知

（所得税及び社会保険料に係るもの

に限る。）

二 人事管理 １ 非常勤職員及び臨時的任用職員に

に関する事 係るもので次に掲げるもの

務 (一) 給与の支出命令及び当該支出 〇

に伴う法定控除

(二) 給与に関する証明及び報告 〇

２ 知事部局及び労働委員会事務局に 〇

所属する職員の児童手当の受給資格

及びその額の認定

三 鳥取県会 １ 同規則第163条の規定による会計 〇

計規則に基 検査（物品に係るものに限る。）の

づく知事の 実施

権限に属す

る事務

四 鳥取県物 １ 同規則第26条の規定による物品 〇

品事務取扱 （出納機関が保管し、又は使用する

規則（昭和 ものを除く。）の分類換え

39年鳥取県 ２ 同規則第30条第１項の規定による

規則第 1 2 物品の不用の決定

号）に基づ (一) １点の取得価格が200万円以 〇

く知事の権 上又は見積価格が50万円以上のも

限に属する の

事務 (二) (一)以外のもの ○

３ 同規則第30条第２項の規定による

不用品の売払い又は廃棄

(一) １点の取得価格が200万円以 〇

上又は見積価格が50万円以上のも

の

(二) (一)以外のもの 〇

４ 同規則第30条第４項の規定による 〇

不用品の処分の承認



５ 同規則第32条第１項の規定による 〇

生産品を試験、研究等の目的以外に

使用する場合の承認

６ 同規則第34条第３項の規定による 〇

物品の交換の承認

７ 同規則第35条第２項の規定による 〇

物品の譲与又は減額譲渡の承認

五 鳥取県用 １ 同規則第１条第１項に規定する用 〇

品調達等集 品（以下「用品」という。）の交付

中管理事業 単価の決定

特別会計で

取り扱う用

品等の範囲

を定める規

則に基づく

知事の権限

に属する事

務

六 その他の １ 集中化事務及び物品に係る支出負

知事の権限 担行為

に属する事 (一) 物品に係るもの

務 (１) １件2,000万円以上のもの 〇

(２) １件100万円以上2,000万円 〇

未満のもの

(３) １件100万円未満のもの ○

(二) (一)以外のもの

(１) １件2,000万円以上のもの 〇

(２) １件2,000万円未満のもの 〇

２ 集中化事務及び用品に係る支出命

令

(一) 用品に係るもの

(１) １件1,000万円以上のもの ○

(２) １件100万円以上1,000万円 ○

未満のもの

(３) １件100万円未満のもの ○

(二) (一)以外のもの

(１) １件1,000万円以上のもの 〇

(２) １件1,000万円未満のもの

ア イ以外のもの 〇

イ １件20万円未満のもの（鳥 ○

取県用品調達等集中管理事業

特別会計で取り扱う用品等の

範囲を定める規則第２条第10

号に係る事務を行う場合に限

る。）



３ 知事部局本庁（行財政改革局自治

研修所、衛生環境研究所、くらしの

安心局消費生活センター、農業大学

校及び農林総合研究所を除く。）及

び労働委員会事務局における委託、

役務及び賃借契約（予定価格が20万

円以上のものに限る。）に係る競争

入札（総合評価方式によるものを除

く。）の執行又は随意契約（２人以

上の者から見積書を徴するものに限

り、プロポーザル方式によるものを

除く。）による場合の見積書の徴取

(一) １件2,000万円以上のもの 〇

(二) １件2,000万円未満のもの 〇

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成21年７月11日から施行する。

（知事等の退職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置）

２ この規則の施行の日前に退職した出納長に対する退職手当については、なお従前の例による。

（鳥取県会計規則の一部改正に伴う経過措置）

３ 第８条の規定による改正前の鳥取県会計規則の規定に基づいて作成した様式でこの規則の施行の際現に残存

するものについては、第８条の規定による改正後の鳥取県会計規則（以下「新会計規則」という。）の規定に

かかわらず、当分の間、所要の調整をした上で新会計規則に定める様式として使用することができる。

（鳥取県収入証紙規則の一部改正に伴う経過措置）

４ 第12条の規定による改正前の鳥取県収入証紙規則の規定に基づいて作成した様式でこの規則の施行の際現に

残存するものについては、第12条の規定による改正後の鳥取県収入証紙規則（以下「新収入証紙規則」とい

う。）の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で新収入証紙規則に定める様式として使用するこ

とができる。




